
瀬戸市福祉事務所長委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２６年３月３１日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第２０号 

瀬戸市福祉事務所長委任規則の一部を改正する規則  

瀬戸市福祉事務所長委任規則（昭和６２年瀬戸市規則第３号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（委任事務）  （委任事務） 

第２条 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号。以下この条において「法」という。）第１

９条第４項及び地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１５３条第２項の規定により、次に

掲げる事務を福祉事務所長に委任する。 

第２条 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号。以下この条において「法」という。）第１

９条第４項の規定により、次に掲げる事務を福

祉事務所長に委任する。 

 ⑴ 法第２４条第１項又は第５項の規定による

申請による保護の開始又は変更に関するこ

と。 

 ⑴ 法第２４条第１項又は第５項の規定により

申請による保護の開始又は変更を行うこと。 

 ⑵ 法第２５条第１項又は第２項の規定による

職権による保護の開始又は変更に関するこ

と。 

⑵ 法第２５条第１項又は第２項の規定により

職権による保護の開始又は変更を行うこと。 

 ⑶ 法第２６条の規定による保護の停止又は廃

止に関すること。 

 ⑶ 法第２６条の規定により保護の停止又は廃 

止を決定すること。 

 ⑷ 法第２７条第１項の規定による被保護者に

対する指導又は指示に関すること。 

 ⑷ 法第２７条第１項の規定により被保護者に

対し、指導又は指示を行うこと。 

 ⑸ 法第２７条の２の規定による要保護者の求

めによる相談又は助言に関すること。 

 ⑸ 法第２７条の２の規定により要保護者の求

めによる相談又は助言を行うこと。 

⑹ 法第２８条第１項の規定による当該職員に

要保護者の居住の場所を立入調査させ、又は

⑹ 法第２８条第１項の規定により当該職員に

要保護者の居住の場所を立入調査させ、又は



要保護者に医師等の検診を受けさせる命令に

関すること。 

医師等の検診を受けることを命ずること。 

 ⑺ 法第２８条第４項の規定による保護の開始

若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、

停止若しくは廃止に関すること。 

 ⑺ 法第２８条第４項の規定により保護の開始

若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、

停止若しくは廃止を行うこと。 

 ⑻ 法第３０条から第３７条の２までの規定に

よる保護に関すること。 

 ⑻ 法第３０条から第３７条までの規定により

保護を行うこと。 

 ⑼ 法第４８条第４項の規定による保護の変

更、停止又は廃止の届出の受理に関するこ

と。 

⑼ 法第４８条第４項の規定により保護の変

更、停止又は廃止の届出を受理すること。 

 ⑽ 法第６２条第３項の規定による保護の変

更、停止又は廃止に関すること。 

⑽ 法第６２条第３項の規定により保護の変

更、停止又は廃止を行うこと。 

 ⑾ 法第６２条第４項の規定による同条第３項

に規定する処分について弁明の機会の付与に

関すること。 

⑾ 法第６２条第４項の規定により同条第３項

に規定する処分について弁明の機会を与える

こと。 

 ⑿ 法第６３条の規定による被保護者が返還す

べき額の決定に関すること。 

⑿ 法第６３条の規定により被保護者が返還す

べき額を決定すること。 

 ⒀ 法第７６条第１項の規定による遺留金品の

処分に関すること。 

⒀ 法第７６条第１項の規定により遺留金品の

処分を行うこと。 

 ⒁ 法第７７条第１項の規定による扶養義務者

から徴収すべき費用の額の決定に関するこ

と。 

 ⒁ 法第７７条第１項の規定により扶養義務者

から徴収すべき費用の額を決定すること。 

 ⒂ 法第７８条の規定による不正受給者等から

徴収すべき費用の額の決定に関すること。 

 ⒂ 法第７８条の規定により不正受給者等から

徴収すべき費用の額を決定すること。 

⒃ 法第８０条の規定による前渡した保護金

品の返還義務の免除に関すること。 

 ⒃ 法第８０条の規定により前渡した保護金品

の返還義務を免除すること。 

⒄ 法第８１条の規定による家庭裁判所に対

する後見人選任の請求に関すること。 

 ⒄ 法第８１条の規定により後見人の選任を家

庭裁判所に請求すること。 

第２条の２ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号）第１４条第４項において

その例によるものとされた生活保護法（以下こ

の条において「法」という。）第１９条第４項

及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

第２条の２ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号）第１４条第４項において

その例によるものとされた生活保護法（以下こ

の条において「法」という。）第１９条第４項

の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長



１５３条第２項の規定により、次に掲げる事務

を福祉事務所長に委任する。 

に委任する。 

 ⑴ 法第２４条第１項又は第５項の規定による

申請による支援給付の開始又は変更に関する

こと。 

 ⑴ 法第２４条第１項又は第５項の規定により

申請による支援給付の開始又は変更を行うこ

と。 

 ⑵ 法第２５条第１項又は第２項の規定による

職権による支援給付の開始又は変更に関する

こと。 

 ⑵ 法第２５条第１項又は第２項の規定により

職権による支援給付の開始又は変更を行うこ

と。 

⑶ 法第２６条の規定による支援給付の停止

又は廃止に関すること。 

⑶ 法第２６条の規定により支援給付の停止又 

は廃止を決定すること。 

 ⑷ 法第２７条第１項の規定による被支援者

（支援給付を受けている者をいう。以下同

じ。）に対する指導又は指示に関すること。 

 ⑷ 法第２７条第１項の規定により被支援者

（支援給付を受けている者をいう。以下同

じ。）に対し、指導又は指示を行うこと。 

 ⑸ 法第２７条の２の規定による要支援者（支

援給付を必要とする状態にある者をいう。以

下同じ。）の求めによる相談又は助言に関す

ること。 

 ⑸ 法第２７条の２の規定により要支援者（支

援給付を必要とする状態にある者をいう。以

下同じ。）の求めによる相談又は助言を行う

こと。 

⑹ 法第２８条第１項の規定による当該職員

に要支援者の居住の場所を立入調査させ、

又は要保護者に医師等の検診を受けさせる

命令に関すること。 

⑹ 法第２８条第１項の規定により当該職員に 

要支援者の居住の場所を立入調査させ、又は 

医師等の検診を受けることを命ずること。 

 ⑺ 法第２８条第４項の規定による支援給付の

開始若しくは変更の申請の却下又は支援給付

の変更、停止若しくは廃止に関すること。 

 ⑺ 法第２８条第４項の規定により支援給付の

開始若しくは変更の申請の却下又は支援給付

の変更、停止若しくは廃止を行うこと。 

 ⑻ 法第３０条から第３７条の２までの規定に

よる支援給付に関すること。 

 ⑻ 法第３０条から第３７条までの規定により

支援給付を行うこと。 

 ⑼ 法第４８条第４項の規定による支援給付の

変更、停止又は廃止の届出の受理に関するこ

と。 

⑼ 法第４８条第４項の規定により支援給付の

変更、停止又は廃止の届出を受理すること。 

 ⑽ 法第６２条第３項の規定による支援給付の

変更、停止又は廃止に関すること。 

⑽ 法第６２条第３項の規定により支援給付の

変更、停止又は廃止を行うこと。 

 ⑾ 法第６２条第４項の規定による同条第３項

に規定する処分について弁明の機会の付与に

関すること。 

⑾ 法第６２条第４項の規定により同条第３項

に規定する処分について弁明の機会を与える

こと。 



 ⑿ 法第６３条の規定による被支援者が返還す

べき額の決定に関すること。 

⑿ 法第６３条の規定により被支援者が返還す

べき額を決定すること。 

 ⒀ 法第７６条第１項の規定による遺留金品の

処分に関すること。 

⒀ 法第７６条第１項の規定により遺留金品の

処分を行うこと。 

⒁ 法第７７条第１項の規定による扶養義務

者から徴収すべき費用の額の決定に関する

こと。 

⒁ 法第７７条第１項の規定により扶養義務者 

から徴収すべき費用の額を決定すること。 

⒂ 法第７８条の規定による不正受給者等か

ら徴収すべき費用の額の決定に関するこ

と。 

⒂ 法第７８条の規定により不正受給者等から

徴収すべき費用の額を決定すること。 

 ⒃ 法第８０条の規定による前渡した支援給付

金品の返還義務の免除に関すること。 

 ⒃ 法第８０条の規定により前渡した支援給付

金品の返還義務を免除すること。 

 ⒄ 法第８１条の規定による家庭裁判所に対す

る後見人選任の請求に関すること。 

 ⒄ 法第８１条の規定により後見人の選任を家

庭裁判所に請求すること。 

第３条の２ 特別児童扶養手当等の支給に関する

法律（昭和３９年法律第１３４号。以下この条

において「法」という。）第３８条第２項の規

定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委

任する。 

 

 ⑴ 法第１９条の規定による障害児福祉手当の

受給資格の認定に関すること。 

 

 ⑵ 法第２４条の規定による不正利得の徴収に

関すること。 

 

 ⑶ 法第２６条において準用する法第５条第２

項、第１１条（第３号を除く。）、第１２条

の規定による障害児福祉手当受給資格の認定

及び支給に関すること。 

 

 ⑷ 法第２６条の５において準用する法第５条

第２項、第１１条（第３号を除く。）、第１

２条、第１９条及び第２４条の規定による特

別障害者手当の受給資格の認定、支給及び不

正利得の徴収に関すること。 

 

 ⑸ 法第２６条及び第２６条の５において準用

する法第１６条において準用する児童扶養手

 



当法（昭和３６年法律第２３８号）第３１条

の規定による支払の調整に関すること。 

 ⑹ 法第３５条の規定による届出等の受付及び

その届出等に係る事実についての審査に関す

ること。 

 

 ⑺ 法第３７条の規定による必要な書類の閲覧

若しくは資料の提供の請求又は必要な事項の

報告を求めることに関すること。 

 

 ⑻ 国民年金法等の一部を改正する法律（昭和

６０年法律第３４号）附則第９７条第１項の

規定による福祉手当の届出に関すること。 

 

第４条 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号。以下この条において「法」という。）

第９条第９項の規定により、次に掲げる事務を

福祉事務所長に委任する。 

第４条 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号。以下この条において「法」という。）

第９条第８項の規定により、次に掲げる事務を

福祉事務所長に委任する。 

⑴ 法第９条第７項の規定による専門的相談指 

導についての身体障害者更生相談所の技術的 

援助及び助言の請求並びに同条第８項の規定 

による身体障害者更生相談所の判定の請求に 

関すること。 

⑴ 法第９条第６項の規定による専門的相談指

導についての身体障害者更生相談所の技術的

援助及び助言の請求並びに同条第７項の規定

による身体障害者更生相談所の判定の請求に

関すること。 

 ⑵から⑽まで ＜省略＞  ⑵から⑽まで ＜省略＞ 

第５条 地方自治法第１５３条第２項の規定によ

り、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任す

る。 

第５条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１５３条第２項の規定により、次に掲げる事

務を福祉事務所長に委任する。 

⑴ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７ 

号。以下この条において「法」という。）第 

９条第６項の規定による専門的相談指導につ 

いての知的障害者更生相談所の技術的援助及 

び助言の請求並びに同条第７項の規定による 

知的障害者更生相談所の判定の請求に関する 

こと。 

⑴ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７

号。以下この条において「法」という。）第

９条第５項の規定による専門的相談指導につ

いての知的障害者更生相談所の技術的援助及

び助言の請求並びに同条第６項の規定による

知的障害者更生相談所の判定の請求に関する

こと。 

 ⑵から⑼まで ＜省略＞  ⑵から⑼まで ＜省略＞ 

 ⑽ 知的障害者福祉法施行規則（昭和３５年厚

生省令第１６号）第１条の規定による職親を

 ⑽ 知的障害者福祉法施行規則（昭和３５年厚

生省令第１６号）第３９条の規定による職親



希望する旨の申出の受理に関すること。 を希望する旨の申出の受付に関すること。 

第６条 地方自治法第１５３条第２項の規定によ

り、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任す

る。 

第６条 地方自治法第１５３条第２項の規定によ

り、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任す

る。 

⑴ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号。以下この条に

おいて「法」という。）第４７条第３項の規

定による事務協力、相談業務及び指導に関す

ること。 

⑴ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号。以下この条に

おいて「法」という。）第４７条第４項の規

定による事務協力、相談業務及び指導に関す

ること。 

⑵ 法第４７条第４項の規定による相談及び指

導に関すること。 

⑵ 法第４７条第５項の規定による相談及び指

導に関すること。 

 ⑶から⑿まで ＜省略＞  ⑶から⑿まで ＜省略＞ 

第７条 地方自治法第１５３条第２項の規定によ

り、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任す

る。 

第７条 地方自治法第１５３条第２項の規定によ

り、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任す

る。 

 ⑴から⑶まで ＜省略＞  ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

 ⑷ 法第２０条第１項の規定による介護給付費

等の支給申請の受理に関すること。 

 ⑷ 法第２０条第１項の規定による介護給付費

等の支給申請受理に関すること。 

 ⑸ ＜省略＞  ⑸ ＜省略＞ 

⑹ 法第２０条第６項の規定による他市町村へ

の嘱託に関すること。 

⑹ 法第２０条第６項の規定による他市町村へ

の委託に関すること。 

 ⑺及び⑻ ＜省略＞  ⑺及び⑻ ＜省略＞ 

⑼ 法第２２条第４項の規定によるサービス等

利用計画案の提出を求めることに関するこ

と。 

 

 ⑽ 法第２２条第８項の規定による障害福祉サ

ービス受給者証の交付に関すること。 

 ⑼ 法第２２条第５項の規定による障害福祉サ

ービス受給者証の交付に関すること。 

 ⑾ 法第２４条第１項の規定による支給決定の

変更申請の受理に関すること。 

 ⑽ 法第２４条第１項の規定による支給決定の

変更申請受理に関すること。 

 ⑿ ＜省略＞  ⑾ ＜省略＞ 

 ⒀ ＜省略＞ ⑿ ＜省略＞ 

 ⒁ ＜省略＞ ⒀ ＜省略＞ 

⒂ 法第２５条第２項の規定による障害福祉サ ⒁ 法第２５条第２項の規定による障害福祉サ 



ービス受給者証の返還を求めることに関する 

こと。 

ービス受給者証の返還に関すること。 

 ⒃ ＜省略＞  ⒂ ＜省略＞ 

⒄ 法第３４条第１項の規定による特別障害者

特別給付費の支給に関すること。 

 ⒃ 法第３３条第１項の規定による支給決定に

関すること。 

⒅ 法第４８条第１項の規定による報告、命

令、出頭の求め、質問、立入り及び検査に関

すること。 

⒄ 法第４８条第１項の規定による報告、命

令、出頭の求め、質問、立ち入り及び検査に

関すること。 

⒆ 法第４９条第６項の規定による都道府県へ 

の通知に関すること。 

⒅ 法第４９条第７項の規定による都道府県へ 

の通知に関すること。 

 ⒇ ＜省略＞  ⒆ ＜省略＞ 

(21) 法第５１条の６第１項の規定による地

域相談支援給付費等の支給申請の受理に関

すること。 

 

(22) 法第５１条の７第１項の規定による地

域相談支援給付費等の支給の要否の決定に

関すること。 

 

(23) 法第５１条の７第２項の規定による意

見を求めることに関すること。 

 

(24) 法第５１条の７第４項の規定によるサ

ービス等利用計画案の提出を求めることに

関すること。 

 

(25) 法第５１条の７第８項の規定による地

域相談支援受給者証の交付に関すること。 

 

(26) 法第５１条の９第１項の規定による給

付決定の変更申請の受理に関すること。 

 

(27) 法第５１条の９第２項の規定による給

付決定の変更決定に関すること。 

 

(28) 法第５１条の９第４項の規定による地

域相談支援受給者証の返還に関すること。 

 

(29) 法第５１条の１０第１項の規定による

給付決定の取消しに関すること。 

 

(30) 法第５１条の１０第２項の規定による  



地域相談支援受給者証の返還を求めること

に関すること。 

(31) 法第５１条の１１の規定による援助を

依頼することに関すること。 

 

 (32) 法第５１条の２７第１項の規定による報

告、命令、出頭の求め、質問、立入り及び検

査に関すること。 

  

 (33) 法第５１条の２８第６項の規定による都

道府県への通知に関すること。 

 

 (34) 法第５１条の２９第３項の規定による都

道府県への通知に関すること。 

 

(35) ＜省略＞ ⒇ ＜省略＞ 

 (36) 法第５３条第２項の規定による精神通院

医療に係る自立支援医療費の支給申請の受理

に関すること。 

 (21) 法第５３条第２項の規定による精神通院

医療に係る自立支援医療費の支給申請受理に

関すること。 

(37) ＜省略＞  (22) ＜省略＞ 

(38) ＜省略＞ (23) ＜省略＞ 

(39) ＜省略＞ (24) ＜省略＞ 

(40) 法第５６条第２項の規定による支給認定

の変更決定に関すること。 

 

(41) ＜省略＞  (25) ＜省略＞ 

(42) ＜省略＞  (26) ＜省略＞ 

(43) 法第５７条第２項の規定による更生医療

及び育成医療に係る自立支援医療受給者証の

返還を求めることに関すること。 

 (27) 法第５７条第２項の規定による更生医療

及び育成医療に係る自立支援医療受給者証

の返還に関すること。 

 (44)  ＜省略＞  (28)  ＜省略＞ 

 (45) 法第７４条第１項の規定による意見及び

同条第２項の規定による援助の依頼に関する

こと。 

 (29) 法第７４条第１項の規定による意見及び

援助依頼に関すること。 

 (46) 法第７６条第１項の規定による補装具費

の申請の受理及び支給の要否の認定に関する

こと。 

 (30) 法第７６条第１項の規定による補装具費

の申請受理及び支給の要否の認定に関するこ

と。 

 (47) ＜省略＞  (31) ＜省略＞ 



 (48) ＜省略＞  (32) ＜省略＞ 

 (33) 法附則第２１条第１項の規定による介護

給付費の支給に関し必要な諸手続に関するこ

と。 

 (34) 法附則第２２条第３項の規定による介護

給付費又は訓練等給付費の支給に関し必要な

諸手続に関すること。 

  (35) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行令（平成１８年政

令第１０号。以下この条において「施行令」

という。）第１０条第３項の規定による障害

者への通知に関すること。 

 (49) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行令（平成１８年政

令第１０号。以下この条において「施行令」

という。）第１５条の規定による申請内容の

変更の届出の受理に関すること。 

 (36) 施行令第１５条の規定による申請内容の

変更の届出の受付に関すること。 

 (50) ＜省略＞  (37) ＜省略＞ 

 (51) 施行令第２６条の７の規定による申請内

容の変更の届出の受理に関すること。 

 

 (52)  施行令第２６条の８の規定による地域

相談支援受給者証の再交付に関すること。 

 

 (53) ＜省略＞  (38) ＜省略＞ 

 (54) ＜省略＞   (39) ＜省略＞  

 (55) 施行令第３２条の規定による申請内容の

変更の届出の受理に関すること。 

 

 (56) ＜省略＞  (40) ＜省略＞ 

 (57) ＜省略＞  (41) ＜省略＞ 

 (58) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行規則（平成１８年

省令第１９号。以下この条において「施行規

則」という。）第１８条第１項の規定による

障害福祉サービス受給者証の提出を求めるこ

 (42) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行規則（平成１８年

省令第１９号。以下この条において「施行規

則」という。）第１８条の規定による障害福

祉サービス受給者証の提出を求めることに関



とに関すること。 すること。 

 (59) 施行規則第２０条第１項の規定による障

害福祉サービス受給者証の返還を求めること

に関すること。 

 (43) 施行規則第２０条の規定による障害福祉

サービス受給者証の返還を求めることに関す

ること。 

  (44) 施行規則第３４条の規定による高額障害

福祉サービス費の支給申請の受理に関するこ

と。 

 (60) 施行規則第３４条の４５第１項の規定に

よる地域相談支援受給者証の提出を求めるこ

とに関すること。 

 

 (61) 施行規則第３４条の４９第１項の規定に

よる地域相談支援受給者証の返還を求めるこ

とに関すること。 

 

 (62) 施行規則第４９条第１項の規定による更

生医療及び育成医療に係る自立支援医療受給

者証の返還を求めることに関すること。 

 (45) 施行規則第４９条の規定による更生医療

及び育成医療に係る自立支援医療受給者証の

返還を求めることに関すること。 
  

附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。  


